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医薬監麻発1219第3号

令和7年12月19日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省 医薬局

監視指導・麻薬対策課長

（ 公 印 省 略 ）

フェンタニル等乱用薬物の早期検出及び拡大防止のための情報提供について

（協力依頼）

今般、フェンタニル等の乱用薬物については、欧米諸国をはじめ世界的に乱用

が問題となっているところであり、我が国においても、このような乱用薬物を早

期に検出し、状況に応じて行政機関が連携して拡大防止に対応することが求め

られているところです。

つきましては、都道府県において収集した情報について、各地方厚生（支）局

麻薬取締部（支所）を経由して厚生労働省に集約する体制を構築することで、乱

用薬物を早期に把握し、都道府県と連携して重点的な対策に当たることができ

るものと考えておりますので､貴管下の関係医療機関へ御周知の上､情報収集及

び情報提供への御協力をお願いいたします。情報提供いただく内容等について

は､別添のとおりです｡集約した情報については､適宜共有させていただきます。

なお、この取扱いは、本日から運用を開始させていただきますので、関係職員

への周知方お願い申し上げます。
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フェンタニル等乱用薬物に係る情報提供の内容等について

1 情報提供対象薬物について

（1）フェンタニル（一般名:N一(1－フェネチルー4－ピペリジル）プ

ロピオンアニリド)、レミフェンタニル（一般名：1－（2－メトキシカ

ルボニルエチル）－4－（フェニルプロピオニル アミノ）ピペリジンー

4－カルボン酸メチルエステル）等のフェンタニル系物質

（2）エトミデート（一般名：エチル＝1－（1－フェニルエチル）－1H

一イミダゾール－5－カルボキシラー卜）等のエトミデート系物質

(3) N－ピロリジノエトニタゼン（一般名:2- (4－エトキシベンジル）

－5－ニトロー1－［2－（ピロリジンー1－イル）エチル］ベンズイ

ミダゾール)、イソトニタゼン（一般名：1－（ジエチルアミノ）エチル

－2－（4－イソプロポキシベンジル） －5－ニトロベンズイミダゾー

ル）等のニタゼン系物質

2 情報提供先について

各都道府県を管轄する各地方厚生（支）局麻薬取締部（支所）に御提供願

います。各地方厚生（支）局麻薬取締部（支所）を経由して厚生労働省医薬

局監視指導・麻薬対策謀に情報提供されます。

提供いただく情報

情報提供対象薬物の摂取に起因すると疑われる救急搬送等の事例について、

① 病院名等（名称、所在地）

② 情報提供対象薬物について（対象薬物、判明理由）

③ その他の情報について(診断年月日、性別､年齢層、症状､重症度、

処置内容）

を御提供願います。

3

4 情報提供期日

上記3を把握した都度

5 情報提供様式

別紙のとおり
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フェンタニル等乱用薬物に関する救急搬送等事例調査（情報提供様式）

|都道府県
①病院名等

名 称

所 在 地

②情報提供対象薬物について

対 象 薬 物

）口検査 口本人の申し出 □その他（判 明 理 由

③その他の情報について

診断年月日 年 月 日

性 別

年 齢 層

症 状

重 症 度

処 置 内 容

※重症度については、「軽症：入院を要しないもの」、「中等度：生命の危険は無いが入院を要するも

の」。「重症：生命の危険の可能性があるもの」とする。


